
宮 介 第 １ １ ２ 号 ５
令 和 ４ 年 ３ 月 ８ 日

各高齢者施設・事業所 管理者 様
宮崎市福祉部介護保険課長
（ 公 印 省 略 ）

「まん延防止等重点措置」解除後の高齢者施設等の対応について（依頼）

このことについて、県長寿介護課から下記のとおり依頼文書が出されましたので、送付
いたします。なお、下記４に記載のＰＣＲ検査を受けた場合のご連絡は、宮崎市介護保険
課（電話0985-44-2591）まで、時間外、祝休日に検査を受けて陽性が
出た場合は宮崎市代表（電話0985-25-2111）までお願いします。
下記６に記載の感染発生後の提出先は、宮崎市介護保険課となります。
また、（参考資料）については、市ホームページにてご確認いただきます

ようお願いいたします。




